
2025年度 

農林水産省関東農政局 

障害者を対象とする選考採用試験（係員級） 
 

１ 職務内容  

農林水産省関東農政局では、食料の安定供給、農林水産業や食品産業の発展、農山漁

村の活性化など、幅広い政策を担っており、これら施策の推進に関する行政事務（総

務・会計・契約・審査等）を担当する係員級相当職員として採用します。具体的な業務

内容は、採用者の障害特性に応じた合理的配慮をしつつ、職務遂行能力や職務経験等も

踏まえ決定します。 

 

２ 応募資格  

（１）1964（昭和39）年４月２日から2008（平成20）年４月１日までに生まれた者。 

（２）以下のいずれかに該当する者。 

● 身体障害者手帳（身体障害者福祉法第15条）の交付を受けている者 

※ 都道府県知事の定める医師（以下、「指定医」という。）若しくは産業医による障

害者雇用促進法別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書も可能です。ただ

し、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスに

よる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限ります。 

● 都道府県知事、政令指定都市市長又は中核市市長が交付する療育手帳（地方公共団体

によっては別の名称を用いる場合があります。例えば東京都においては愛の手帳。）の

交付を受けている者又は知的障害者判定機関（児童相談所、知的障害者更生相談所、精

神保健福祉センター、精神保健指定医又は地域障害者職業センターをいう。）により知

的障害者であると判定された者 

● 精神障害者保健福祉手帳（精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律第45条）の交

付を受けている者 

※ 上記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要です。 

 

※ 最終合格者の方であって、学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学、短期大

学、高等専門学校、専修学校又は高等学校を卒業した者及びこれらと同等以上の学力を

有すると認められる者並びに一定の職務経験を有する者については、当該資格を満たし

ているかどうかを確認するため、勤務証明書等を御提出いただきます。勤務証明書等が

提出できない期間は、職務経験に通算されませんので御注意ください。また、勤務証明

書等を提出できない場合又は虚偽の記載がなされている勤務証明書等があった場合に

は、採用予定が取り消される場合があります。 

 

次のいずれかに該当する者は応募できません。 

（ア）日本の国籍を有しない者 

（イ）国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者 

・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期    

間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 

・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経 

過しない者 



・  日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党そ   

の他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（ウ）平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因 

とするもの以外） 

 

３ 勤務地  

農林水産省関東農政局 

（埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館） 

  

  （参考）庁舎の設備状況    

エレベーター あり 

階段手すり あり 

バリアフリートイレ あり 

出入り口の段差 なし 

   ※執務室の設備状況は、配属部署によって異なります。 

 

４ 勤務時間・休暇  

（１）勤務時間は１日７時間45分で、土・日曜日、祝日及び12月29日～１月３日は休みで

す。 

（２）休暇は、年20日の年次休暇（６月１日採用の場合、採用の年は12日。残日数は20日を

限度として翌年に繰越し。）、病気休暇、特別休暇（夏季、結婚、出産、忌引、ボラン

ティア等）及び介護休暇等があります。 

また、ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭生活の両立）支援制度として、育児

休業制度等があります。 

 

５ 給与・手当  

（１）給与は、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）に基づき支給され 

 ます。給与額は、学歴、経験年数等を勘案して算定します。 

 給与例（目安）：月給262,160円（高等学校卒業後、正社員として民間企業に６年勤務し

た経験を有する場合） 

※ 上記は参考であり、月給はモデル例から想定される令和８年１月時点の額面金額です。 

※ 基本給については、個人の経歴や業務内容を踏まえて算定することとなります。 

※ 地域手当を含み、超過勤務手当及び通勤手当を含みません。 

 

（２）手当としては、 

・地域手当（（本俸及び扶養手当に対して支給）さいたま市13%） 

・扶養手当（子（22歳以下）一人につき月額13,000円（15歳から22歳の間は一人につき月

額5,000円加算）） 

・住居手当（家賃月額に応じて最大月額28,000円） 

・通勤手当（原則、通勤定期券の価額で支給） 

・超過勤務手当（本俸及び地域手当に応じた単価で、実績に応じて支給） 

・期末・勤勉手当（ボーナス）（年2回（6月、12月）年間4.65月分） 



・単身赴任手当（採用や人事異動に伴い配偶者と別居し単身で生活する場合。100㎞

以上300㎞未満 38,000円、300㎞以上500㎞未満46,000円など距離に応じた額） 

等があります。 

※   上記手当額は代表的なものであり、実際の手当の支給に当たっては、個人の状

況を踏まえて支給することとなります。 

 また、（１）及び（２）の内容は令和８年１月１日時点のものであり、法律等

の改正により変更となる場合があります。 

 

６ 採用予定人数  

係員級 ２名程度 

 

７ 採用予定時期  

原則として、2026年６月１日 

（採用予定日は、採用者の事情等を配慮の上、決定します。） 

 

８ 選考日程、選考方法及び試験地  

（１）選考日程 

受付期間 ２月２日（月曜日）～ ２月27日（金曜日）17時受信分まで有効 

第１次選考合格発表 
３月６日（金曜日） 

※エントリーされた方全員に、結果をメールで通知します。 

第２次選考 
３月17日（火曜日）～ ３月18日（水曜日）で指定する日 

※日程調整はメールにて行います。 

最終合格発表 ３月下旬（予定） 

   ※日程は変更となる可能性があります。 

 

  

（２）選考方法 

選考 内容 

第１次選考 
・書類選考（経歴評定） 

・作文（文章による表現力、課題に対する理解力などについての評定） 

第２次選考 

 

・面接（人柄、対人能力等についての試験） 

 

 

（３）試験地 

  第２次選考は、農林水産省関東農政局（埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さい

たま新都心合同庁舎２号館）で実施します。 

 

９ 応募方法  



下記提出書類をメールにて送付願います。 

（１）提出書類  

①履歴書（エントリーシート（顔写真を添付））、②職務経歴書、③作文   

（本ホームページから所定の様式（エントリーシート.xlsx、職務経歴書.docx、作

文.docx）をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、PDF形式でメールに添付してく

ださい。） 

④ハローワークの紹介状（PDF又は画像データ） 

 

（２）受付期間 

２月２日（月曜日）～ ２月27日（金曜日）17時受信分まで有効 

 

（３）提出先 

kantou_saiyou☆maff.go.jp（☆を＠に置き換えてください） 

 

（４）メールの件名 

    送付の際は、件名に、「（応募）選考採用（障害者雇用）」と記載願います。 

 

（５）その他 

・メール環境が無い場合に限り、郵送でも受け付けます。「11 お問い合わせ先」に記載

の担当者宛てに提出書類一式をご提出願います（２月27日（金曜日）必着）。 

・応募者の秘密については厳守します。 

 

10 受験上の配慮について  

次の各項目について該当するものがあれば、エントリーシートに記載願います。 

（１）車いすの使用を希望する方 

（２）補助具等の持込み使用を希望する方 

※ その他、受験に際して特段の配慮が必要な事項がある方は申し出てください。 

※ 希望は十分に尊重いたしますが、内容によっては選考の実施上、配慮できない場 

合がありますので、予めご了承ください。 

 

11 お問い合わせ先  

担当：農林水産省関東農政局総務部総務課人事第１係 

大谷、大寺 

電話：048－740－0320 

住所：〒330-9722 

埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館  

E-MAIL：kantou_saiyou☆maff.go.jp（☆を＠に置き換えてください） 

 


